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１章 総則 

 

１－１ 適用 

  本特記仕様書は、東日本高速道路株式会社関東支社が実施する「富津館山道路 竹岡高架橋耐震

補強検討業務」（以下「本業務」という。）に適用するものとする。 

 

１－２  調査等概要 

 

１－２－１ 調査等名 富津館山道路 竹岡高架橋耐震補強検討業務 

 

１－２－２ 路線名  富津館山道路  

                         

１－２－３ 履行箇所 自)千葉県富津市竹岡 

           至)千葉県鋸南町吉浜 

           

１－２－４ 主な履行内容 

設計種別 工種・細目・名称 数量 対象構造物 

橋梁耐震補強設計 

現地踏査 １式 

竹岡高架橋 

吉浜川橋 

 

上部工補強設計 ２連 

耐震補強動的解析 

（レベル２地震動） 

２連 

橋脚耐震補強設計 ６基 

施工計画 ２橋 

設計打合せ １式 

 

１－３ 適用する共通仕様書 

契約書第1条に規定する「調査等共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、令和７年 

７月版とする。 

 

１－４ 資料の貸与 

  共通仕様書１－１５－１「資料の貸与」に基づく貸与資料は、下表の調査等業務による成果品等 

である。 

  ただし、履行期間中の調査等業務について、その成果品等の貸与予定日は下表のとおりとする。 

  なお、貸与予定日までに成果品を貸与できない場合は、別途監督員と協議するものとする。 

貸与資料 調査等業務名 貸与予定日 備考 

完成図書 富津館山道路 

（鋸南保田～鋸南富山）完成図 吉浜川橋 

契約締結後

貸与 

電子デー

タ 

富津館山道路 

（富津竹岡～鋸南金谷）完成図 竹岡高架橋 

設計報告書 

※吉浜川橋 

富津館山道路 

吉浜川橋詳細設計 

契約締結後

貸与 

電子デー

タ 

設計報告書 

※竹岡高架

橋 

富津館山道路 

竹岡高架橋・金谷ＩＣ橋修正設計 

契約締結後

貸与 

電子デー

タ 

地質調査 富津館山道路 契約締結後
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報告書 （吉浜地区）地質調査及び弾性波探査 貸与 電子デー

タ 

富津館山道路 

（吉浜地区）地質調査 

富津館山道路 

竹岡高架橋地質調査 

設計報告書 富津館山道路 竹岡地区耐震補強検討業務 契約締結後

貸与 

電子デー

タ 

 

１－５ 発注者または監督員が行う協議 

   発注者または監督員が行う協議で本調査等業務に関連する主な施設及び管理者、必要な協議の

有無並びに協議の完了予定時期は、下表のとおりとする。 

   なお、本項目に記載する協議は、受注者が共通仕様書１－１６に従って行う協議以外である。 

また、本業務の検討内容に応じて必要な協議の有無及び完了予定時期を変更する場合がある。 

(1)道路関係 

位置 路線名 管理者名 必要な協

議 

協議完了予

定 

ＫＰ 88.032付近 農林道 

富津市 建設経済部 建設課 

＊竹岡高架橋 路下 

施工時の

近接施工

協議 

－ 

 

(2)河川・水路関係  

位置 路線名 管理者名 必要な協

議 

協議完了予

定 

ＫＰ 88.079付近 その他河川 

富津市 建設経済部 建設課 

＊竹岡高架橋 路下 

施工時の

近接施工

協議 

 

 

(3)電力、通信施設関係 

位置 種類 管理者名 必要な協

議 

協議完了予

定 

竹岡高架橋 

吉浜川橋 

 

光通信・メタ

ル通信・電源

ケーブル 

ＫＤＤＩ（株） 

東日本高速道路（株） 

施工時制

約範囲確

認 

－ 

 

１－６ 計画工程表 

１－６－１ 計画工程表の記載事項 

   受注者は、共通仕様書１－１４－１に示す作業計画書の計画工程表の作成にあたっては、次の

項目ごとに作業完了時期を明示し提出するものとする。 

   受注者は、完了時期の明示にあたって、発注者または監督員が行う協議や共通仕様書１－２２

に規定する打合せの実施時期についても十分検討し、計画工程表に記載するものとする。 

   また、共通仕様書１－９－４に定める照査計画を盛り込むこととする。 

   なお、作業単位の設定は、下表を標準とするが、計画工程表の提出にあたって監督員と受注者

とで協議の上、決定するものとする。 
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種別 工種 対象構造物 備考 

橋梁耐震補強設計 

現地踏査 

竹岡高架橋 

吉浜川橋 

 

上部工補強設計 

橋梁補強動的解析 

（レベル2地震動） 

橋脚耐震補強設計 

施工計画 

設計打合せ 

 

１－６－２ 計画工程表に基づく作業状況の報告 

   受注者は、共通仕様書１－２２「打合せ」の実施時に、計画工程表に作業の実施状況を記載

し、監督員に報告するとともに、調査等打合簿（共通仕様書様式第1-4号）に添付するものとす 

 る。 

なお、受注者は、前項で規定した完了時期が著しく変更となる場合は、共通仕様書１－３０－１

に準じた協議のうえ、必要に応じ共通仕様書１－１４－３に基づき変更計画工程表を監督員に提出

するものとする。 

 

１－７ 打合簿の作成及び提出について 

受注者は、共通仕様書１－２２「打合せ」にあたっては、打合せ前に打合せ項目を整理すると共に、

打合せ終了後、速やかに調査等打合簿（共通仕様書様式第１－４号）を作成し、監督員に記載事項に

ついての確認を得るものとする。 

清書した打合せ簿は、電子メールによる伝達とし、受理者は受領欄に押印した上で、発議者電子メー

ルでの返送の上、保管するものとする。 

 

１－８ 工事記録情報の作成及び提出について 

   受注者は、共通仕様書１－４４－１「工事記録情報」の規定に従って、「工事記録収集システ

ム」へのデータ入力を行うものとする。また、業務完了までに、「工事記録作成要領」にしたが

って「工事記録情報 完了届」を監督員に提出し、その後入力データの照査を受け、監督員が発

行する「工事記録情報 チェック結果票」にて照査結果の通知を受けるものとする。また、照査

の結果修正が生じた場合は、監督員の指示に従い、速やかに修正を行うものとする。工事記録収

集システムに関する問合せ先は、当社が協定締結した「保全点検業務等の実施に関する協定」に

規定する「保全情報管理員」とし、氏名等については別途監督員より通知するものとする。 

 

１－９ 三者協議会について 

   本調査等の成果による発注工事（以下「予定工事」という。）において、監督員及び受注者並

びに予定工事の請負人が協働して、設計の理念及び意図に係る理解を深め、適切な工事目的物の

完成に資するよう技術情報の確認及び交換を行うことを目的として「予定工事の品質確保を推進

する設計施工協働連絡会議（以下（三者協議会）という。）を開催する場合がある。 

   三者協議会の実施は、本調査等業務の受渡し後に別途監督員、予定工事の請負人および受注者

とで協定を結ぶものとする。受注者の三者協議会の参加に要する費用については、協定する協定

書によるものとする。 

   なお、本条項の記載により受注者の三者協議会の参加を義務付けるものではない。 

 

１－１０ テクリスへの登録 
本業務は、「調査等における余裕期間制度」を適用しており、共通仕様書１－１２－４「テクリス

へ登録」の規定によらず、以下のとおりとする。 
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受注者は、受注時または変更時において請負金額が１００万円以上の調査等について、業務実績

情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報と

して作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員宛に電子メールを送信し、監督

員の確認を受けた上で、以下の期限までに登録機関に登録申請しなければならない。ただし、登録

期限には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日（以下「休日等」という。）

及び共通仕様書１－３に規定する日数は含まない。 
（１）受注時は、受注者が設定した業務の始期から１５日以内 
（２）登録内容の変更時は、変更があった日の翌日から１５日以内  
（３）完了時は、完了届提出日の翌日から１５日以内  

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に監督員にメール送信される。な

お、変更時と完了時の間が１５日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 
 当該業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録す

る際は、「低価格入札」にチェックした上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確

認を受けること。  
また、本業務の完了後において訂正または削除する場合についても同様に、テクリスから受注者

にメールを送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。  
なお、テクリス登録に要する費用は受注者の負担とする。 

 

１－１１ 履行期間 
本業務は、共通仕様書１－１３「着手日等」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体制の確

保を図るため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及び余裕期間を設定し

た業務であり、発注者が示した全体履行期間内（業務完了期限までの間）で、受注者が業務の始期

（業務着手日）及び終期（業務完了日）を任意に設定することができる。なお、契約上の履行期間

は、契約保証取得の日の翌日から受注者が設定した業務の終期までの期間とする。余裕期間内は、

管理技術者、照査技術者又は現場作業責任者を設置することを要しない。また、業務着手以外の業

務のための準備を行うことができるが、現地踏査や打合せを行ってはならない。なお、余裕期間内

に行う準備は受注者の責により行うものとする。 受注者は、落札者決定から１０日以内に、履行期

間通知書（様式―１）により、業務の始期及び終期を発注者へ通知しなければならない。  
全体履行期間（業務完了期限）：契約保証取得の日の翌日から３３０日間 
余裕期間（業務着手期限）：契約保証取得の日の翌日から６０日 
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２章 業務の細部に関する事項 

２－１ 業務の内容 

本業務は対象橋梁の耐震補強等について、「設計要領第二集（橋梁保全編）」及び「更なる耐震

補強の設計の進め方（参考資料）」に基づき設計条件を整理するとともに、当該地点の地形、地質

等の条件において、現況の耐震性の確認を行い、その成果に基づき、施工性、経済性の観点から当

該橋梁の耐震補強対策検討を行い、耐震補強方法の選定及び落橋防止システム等の詳細な設計（以

下、「詳細設計」という。）を行うものである。なお、設計にあたっては、共通仕様書５－５「附

帯工設計」、５－７－４「詳細設計」、７－３「維持修繕設計」の適合項目を適用する。 

 

２－２ 適用すべき技術基準等 

  本業務で使用する技術基準は、共通仕様書５－２－１「適用すべき諸基準」に次を追加する。 

名 称 出展 発行年月 

既設道路橋の耐震補強に関する参考資料 日本道路協会 平成9年8月 

既設道路橋基礎の補強に関する参考資料 日本道路協会 平成12年2月 

更なる耐震補強の設計の進め方（参考資料） 東日本高速道路（株） 平成30年1月 

 

２－３ 耐震性能 

  本業務に適用する道路橋示方書及び設計で要求する耐震性能を以下に示す。 

  「既設橋の耐震性能2」とは国土交通省事務連絡（平成24年12月18日）に示される「耐震補強に

おいて目標とする橋の耐震性能のレベルの例とこれらに対する耐震性能の観点」における耐震性

能2に相当する性能とする。 

  なお、本業務において段階施工を考慮する場合は、別途設計に要する費用について監督員と協議

し定めるものとする。 

 

橋梁名 建設時 設計 備考 

竹岡高架橋（暫定2車線） 
道路橋示方書 同解説書 

平成 4年 3月 道路橋示方書 

平成24年 
既設橋の耐震性能2 

吉浜川橋（暫定2車線） 道路橋示方書 同解説書 

平成 2年 2月 

 

２－４ 設計構造物の内容 

  本業務における、既設構造物の形式等の内容は、下表のとおりである。 

対象

橋梁 

上下

区分 

上部工 下部工 支承 基礎工 

構造形式 
下部工 

№ 

高さ 

（ｍ） 

支承

条件 
構造形式 構造形式 構造形式 

竹岡

高架

橋 
上下 

RC5径間連

続充腹式ア

ーチ橋 

L=125.0m 

A1 

P1 

P2 

P3 

P4 

A2 

15.0 

29.0 

32.5 

32.5 

28.0 

15.0 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

ラーメン式橋台 

- 

- 

- 

- 

ラーメン式橋台 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

直接基礎 

直接基礎 

直接基礎 

直接基礎 

直接基礎 

直接基礎 

吉浜

川橋 上下 

RC3径間連

続充腹式ア

ーチ橋 

L=63.0m 

A1 

P1 

P2 

A2 

20.0 

24.0 

24.5 

17.0 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

ラーメン式橋台 

- 

- 

ラーメン式橋台 

- 

- 

- 

- 

直接基礎 

直接基礎 

直接基礎 

直接基礎 

支承条件：Ｍ＝可動、Ｆ＝固定、Ｒ＝剛結  
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２－５ 橋梁耐震補強設計 現地踏査 

現地踏査は耐震補強設計に必要な現地の状況を把握するものとする。 

なお、現地踏査の結果、現地状況が貸与する既存の資料等と相違している場合には、速やかに監

督員に報告するものとする。 

現地踏査の検測数量は、一式とする。 

 

２－５－１ 合同現地踏査 

合同現地踏査は、調査等共通仕様書に規定されている受注者が行う現地踏査に発注者が同行し

て現地状況等の把握のほか、当該業務の課題及び契約内容について確認を行うものをいう。 

合同現地踏査は、業務着手後速やかに行うことを原則とし、実施時期及び実施方法については

受発注者協議のうえ決定するものとし、踏査に伴い確認した事項は調査等打合せ簿に記録し、受

発注者で相互に確認するものとする。 

なお、業務の追加・変更が発生した場合、又は共通仕様書に規定のない業務において発注者が

その必要性を認めた場合は、合同現地踏査を実施するものとし発注者は必要な費用を負担するも

のとする。  

 また、合同現地踏査により新たな課題等が発生した場合は、必要に応じて計画工程表を見直すも 

のとする。 

 

２－６ 橋梁耐震補強設計 上部工補強設計   

上部工補強設計とは、本設計業務で行う各種耐震補強対策に伴い、既設上部工の補強設計を行う

ものであり、耐震補強動的解析結果により、上部工の補強が生じた箇所について、耐震補強方法の

検討、耐震補強後の断面における耐震性能照査等の上部工補強設計及び施工に必要な設計を行うこ

とをいう。 

上部工補強設計の検測数量は、上部工連数（連）とする。 

対象橋梁 

上下 

区分 
上部工形式 対象範囲 

数

量 

(連

) 

関連する 

内訳書の項目 

竹岡高架橋 上下 RC5径間連続充腹式アーチ橋 A1～A2 1 
上部工補強設計 

竹岡高架橋  

吉浜川橋 上下 RC3径間連続充腹式アーチ橋 A1～A2 1 
上部工補強設計 

吉浜川橋  

 

２－７ 橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析（レベル２地震動） 

橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析とは、非線形動的解析により補強後の動的耐震診断を行う

ことをいい、対象橋梁は下表のとおりとする。非線形動的解析に使用する入力地震波、解析方向、

モデルの設定方法、解析手法等は、橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析に準じるものとし、解析

結果による基礎の照査を含むものとする。なお、補強後の橋梁形式が「制震橋」となった場合の費

用については、別途監督員と受注者で協議し定めるものとする。耐震補強動的解析の検測数量は、

解析を行った当該橋梁、高架橋全体系を一連として検測するものとする。 

 

対象橋梁 区分 上部工形式 数量 対象箇所 下部工形式 備考 

  竹岡高架橋 上下 RC5径間連続充腹式アーチ橋 

 

1 Ａ1～Ａ2 壁式橋脚

(張出無) 

基準橋 
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吉浜川橋 上下 RC3径間連続充腹式アーチ橋 

 

1 Ａ1～Ａ2 壁式橋脚

(張出無) 

基準橋 

 

 ＲＣ充腹式アーチ橋は、3次元骨組みモデルを用いた3次元動的解析により解析を行うものとす

る。動的解析のモデル化は、以下のとおりとする。なお、既存図面及び建設時報告書等を確認し

た結果、以下のモデル化の妥当性の確認を行うとともに異なる手法のモデル化が最適であること

が判明した場合や別途詳細なＦＥＭ解析が必要となった場合は、監督員に報告し解析の変更・追

加について協議するものとする。 

部材 解析モデル 

橋台部 線形はり要素 

橋脚 M-φモデル 

アーチリブ ファイバー要素（材料非線形考慮） 

側壁 シェル要素（材料非線形考慮） 

フーチング 仮想剛部材 

基礎地盤 線形ばね要素 

中詰め土 
［橋軸方向］アーチリブ各節点へ慣性力として作用させる 

［橋軸直角方向］側壁各節点へ慣性力として作用させる 

 

２－８ 橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 

橋脚耐震補強設計は、既設橋梁動的解析の成果及び「設計要領第二集（橋梁保全編）」に基づき

橋脚の補強設計を行うことをいい、対象橋梁は下表のとおりとする。 
  橋脚耐震補強設計の検測数量は、橋脚耐震補強設計を行った下部工基数（基）とする。 

対象 

橋梁 

上下 

区分 

下部

工 

構造物 

種別 

類似

構造

物区

分 

基準

長 

非対

称形 

関連する内訳書の項目 

竹岡高架

橋 
上 下 

P1 壁式橋脚（張出無） Ｄ 1.0 無 Ｄ１ 壁式橋脚 

P2 壁式橋脚（張出無） Ａ 1.1 無 Ａ２ 壁式橋脚 

P3 壁式橋脚（張出無） Ｄ 1.1 無 Ｄ２ 壁式橋脚 

P4 壁式橋脚（張出無） Ｄ 1.0 無 Ｄ１ 壁式橋脚 

吉浜川橋 

 
上 下 

P1 壁式橋脚（張出無） Ｄ 1.0 無 Ｄ１ 壁式橋脚 

P2 壁式橋脚（張出無） Ａ 1.0 無 Ａ１ 壁式橋脚 

なお、橋脚耐震補強設計では、橋脚の各構造形式における設計高の基準長に応じて、内訳書の項

目の英字表記の次に示す数値の区分を以下のとおりとする。 

橋梁耐震補強設計における内訳書の

項目の英字表記の次の表記 
区 分 

無表記 設計高が基準長の下限を超える場合 

1 設計高が基準長の範囲内 

2 設計高が基準長の上限を超える場合 

 

２－９ 橋梁耐震補強設計 施工計画 

橋梁耐震補強設計 施工計画とは、現地踏査の結果を基に、次に示す橋梁の耐震補強工事に関す

る施工計画を立案することをいう。なお、施工計画を検討する上で測量が必要となる場合は、別途

監督員と協議する。 

また、関係機関との協議等により検討の内容が変更となる場合の費用については、別途監督員と

協議する。 

施工計画の検測数量は、１橋とする。 
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対象橋梁 対象箇所 地形条件 計画の複雑化 数量 内訳書の項目 

竹岡高架橋（上下線） Ａ１～Ａ２ 山地部 複雑 1 施工計画Ａ 

吉浜川橋（上下線） Ａ１～Ａ２ 山地部 複雑 1 施工計画Ａ 

 

２－１０ 設計打合せ 

  （１）業務着手時、業務内容確認検査及び業務完了時には管理技術者が立ち会うこと。 

  （２）業務内容確認検査は、東日本高速道路株式会社 関東支社にて対面で行うものとし、完了

検査は、Ｗｅｂ会議システムを利用して行うものとする。ただし、打合せ場所の変更を監

督員が指示した場合は、受注者はこれに従わなければならない。 

  （３）打合せ回数は業務内容確認検査、工事発注前打合せを含め、９回とする。そのうち１回は

発注者、受注者合同の現地踏査を行うものとする。なお、打合せ回数の増減に伴う費用

は、別途監督員と協議することとする。 

（４）工事発注前打合せとは、履行期間内に施工計画、設計図面、適用する標準図集、設計数量

計算書、材料一覧表、工法選定検討資料等を用いて、設計成果の確認を行うものをいう。 

  （５）設計打合せの検測数量は、一式とする。 

 

２－１１ 直接経費 

  電算機使用料とは、耐震補強動的解析に係る電算機使用料をいう。 

 

２－１２ 成果品 

２－１２－１ 提出部数 

  成果品の提出部数については、共通仕様書１－４６－５によらず次のとおりとする。 

  工事発注時貸与用電子データとは、報告書及び図面の電子データに対して、個人情報や概算工 

事金額などの当該工事発注等に関係しない非公表等の情報を編纂又はマスキングを行って電子媒 

体を作成するものである。工事発注時貸与用電子データの作成にあたり、編纂又はマスキングの 

対象箇所は監督員と協議するものとする。 

項目 監督員 NEXCO総研 
工事発注時 

貸与用電子データ 
備考 

報告書（紙） 1部 ― ―  

報告書（電子データ） 2部 1部 1部  

 
図面（紙） 1部 ― ―  

図面（電子データ） 2部 1部 1部 
報告書（電子データ）と併

せて提出 

 

２－１２－２ 成果品一覧表 

  成果品は、本特記仕様書２－１６－１の規定によるものとし、その一覧は下表のとおりとする。 

  また、報告書の表紙は、黒色とし、金文字製本とする。 

設計種別 成果品項目 
出力時の縮尺 

（分の1） 

出力用紙の

大きさ 
尺度 

提出部

数 
摘要 

 
橋梁位置図 50,000～125,000 A3 原寸 1  

一般図 500、1,250 A3 原寸 1  

詳細設計 

共通仕様書5-7-

4(4)による図面 

共通仕様書5-7-7

詳細設計による 
A3 原寸 1 

線形図を除

く 

設計計算書 ― A4 ― 1 製本 

材料計算書 ― A4 ― 1 製本 
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計画概要書 ― A4 ― 1 製本 

 

２－１２－３ 照査の実施 

  受注者は業務の実施にあたり、照査を適切に行わなければならない。 照査は、「設計照査の手

引き」（東日本高速道路（株）ホームページに記載）により実施するものとする。  

照査技術者は、設計条件の整合、設計図書と設計打合せ事項との整合、設計図面と応力・数量計

算書との整合等について照査しなければならない。  

受注者は、詳細設計（構造物設計においては基本設計及び詳細設計が対象）においては、成果品

をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互（設

計図－設計計算書間、設計図－数量計算書間）の整合を確認する上で、確認マークをするなどして

わかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査（以下、「赤黄チェックという。」

を実施する。なお、赤黄チェックの資料は提出③に合わせて監督員に提出し、監督員は確認結果の

回答時に返却するものとする。 

また、照査技術者は提出③の際に赤黄チェックの根拠となる資料を発注者に提示するものとす

る。（詳細設計（構造物設計においては基本設計及び詳細設計が対象）に限る。）  

 

２－１２－４ 照査計画の作成  

  受注者は、共通仕様書１－１４に定める作業計画書に、下記の照査計画を記載しなければなら 

ない。 

①照査目的 ②照査技術者 ③照査項目 ④照査フローチャート ⑤照査時期 ⑥照査体制 ⑦照査報告

書の構成及び照査項目一覧表（チェックリスト）  

照査時期については、計画工程表によるものとする。なお、照査における照査項目一覧表は「設計

照査の手引き」によるものとし、照査フローチャートは「設計照査の手引き」によらず別紙１のとお

りとする。 なお、「設計照査の手引き」の第１章から第６章に記載するフローについても別紙１に

準じるものとする。  

 

２－１２－５ 成果の確認  

  照査技術者は、前項で定めた照査計画に従い、成果品の内容について受注者の責において照査技術

者自身による照査を行わなければならない。 

 

２－１２－６ 業務完了前の報告  

  受注者は、業務完了届提出の６０日前までに、「設計照査の手引き」に基づく照査③以降の作業及

びそれに対する修正等の対応を除き完了しなければならない。業務完了届提出の６０日前までに業務

の実施状況を報告するものとする。なお、『「照査③」及び「提出③」に対する監督員の確認及びそ

れに対する受注者の修正等の対応（成果品の納品）』の各々の期限について、業務完了届提出の６０

日前までに受発注者にて協議し、受注者はその確認内容を調査等打合せ簿にて記録するものとする。  

 

２－１２－７ 照査結果の報告  

  受注者は、「設計照査の手引き」に基づく段階ごとの照査完了の都度、本特記仕様書２－１６－４

⑦に示す照査項目一覧表（チェックリスト）に、照査結果の内容を記載し監督員に提出するものとす

る。  

  また、受注者は、業務完了時の最終段階の照査完了後、本特記仕様書２－１６－４⑦に示す照査項

目一覧表（チェックリスト）及び照査技術者が署名または捺印した照査報告書をとりまとめ、監督員

に提出するものとする。なお、照査報告書は成果品に含めて発注者に納めなければならない。  

 

２－１２－８ 照査結果に対する通知  
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  監督員は、本特記仕様書２－１２－７で受注者から提出された照査項目一覧表（チェックリスト）

を速やかに確認し、その結果を調査等打合せ簿にて受注者に通知するものとする。受注者は、監督員

からの通知に対して適切に対応しなければならない。  

なお、監督員からの通知内容に関わらず契約図書に基づく受注者の照査義務及び成果品の品質確保

の責務を逃れるものではない。  

 

２－１２－９ 照査に必要な費用  

  本特記仕様書２－１２－３～２－１２－８に必要な費用については、関連項目に含むものとする。 

 

２－１３ 補足事項 

 本業務において、以下に示す項目を追加する場合がある。 

（１） RC充腹式アーチ橋の中詰め土の地震時土圧を把握するための詳細な検討やアーチリブ・

側壁・中詰め土の地震時の相互作用等を把握するための詳細な検討 

（２） 施工に際し必要となる進入路の図面作成及び数量算出 

（３） 施工に際し不要または支障となる排水管、橋梁添加物等の撤去、移設、再設置のための

図面作成及び数量算出 

  なお、これらに係る費用は別途監督員と受注者で協議して定めるものとする。 




